
様式第２（第６条関係） 

※受理年月日 年  月  日 

※受理番号  

※備考  

 

変 更 届 出 書 
令和７年１０月８日 

和歌山県知事 殿 

株式会社しまむら                

代表取締役 髙橋維一郎             

埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 

 

大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 
   神前ファッションモール 
   和歌山県和歌山市神前字桃ノ木１８９番地１ 外 
 

２ 変更した事項 

（１）大規模小売店舗の名称 

（変更前）ファッションセンターしまむら神前店 

（変更後）神前ファッションモール 

 

（２）大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）株式会社しまむら 

代表取締役 野中正人 

埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目１９番地４号 

（変更後）株式会社しまむら 

代表取締役 髙橋維一郎 

埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 
 

（３）大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

小 売 業 者 
住   所 

氏名又は名称 代表者（法人の場合） 

株式会社しまむら 代表取締役 野中正人 埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目１９番地４号 

（変更後） 

小 売 業 者 
住   所 

氏名又は名称 代表者（法人の場合） 

株式会社しまむら 代表取締役 髙橋維一郎 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 

 

３ 変更の年月日 

 

令和３年１月２４日（株式会社しまむら 本社移転） 

令和７年２月２１日（株式会社しまむら 代表者交代） 

令和７年９月 １日（店舗名称の変更） 

 

４ 変更する理由 

 

店舗名称の変更、建物設置者及び小売業者の住所変更及び代表者交代のため 


